
現在、大学生や専門学校生の２人に１人が利用している奨学金。卒業すると、いよいよ返済
がはじまります。でも、もし万が一、何らかの理由により返済ができなくなったとき、どうしたら
いいか知っていますか？ 長年、奨学金の返済相談に携わった弁護士が、懇切・丁寧に説
明します。

奨学金返済に困った時のための

もう一つの奨学金説明会

2026年

３月６日（金）10時開始
参加無料
先着80名

借りている方も、返済中の方も、これから借りる方も！

主催：新潟県奨学金ネットワーク（事務局：新潟県労福協）
住所：950-0965 新潟市中央区新光町6-2

ＴＥＬ 025（281）0890
ＦＡＸ 025（281）0891
E-mail:ni-rfk@bz04.plala.or.jp

10：00 開会
10：05 講師：岩重佳治弁護士

（奨学金問題対策全国会議 弁護士）

11：05 質疑応答
11：20 閉会

完全オンライン開催 Zoomはニックネームで参加できます。

奨学金返済について、知ってほしいことを弁護士が丁寧に解説します。

YouTubeの後日視聴もあります

で検索新潟県労福協TV

お申し込みはこちらから⇒
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